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世
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助

郷

制

度

に

就

い
て

第

=
一十
四
巻

五

八
山ハ

笹
駕
一二
號

二
二

助

郷

制

度

に

就

い

て

(
下

)

黒

羽

兵

治

耶

四
、
助

郷

制

度

の

推

移

(下
)

既

に
蓮

べ
煮

る
が

如

く
、
助

郷
村

の
負

撫
能

力

は
漸
次

減
退

を
床

し
,
而

も
之

に
劃

し

て
賦
課

せ
ら

る

》
助
郷

役

は
漸

次
増
加

し

た

の

で
あ

る
。
助

郷
村

が
疲
弊

を

免

る
能

ば
ざ

り

し
は
極

め
で
當
然

の
事

で
あ

る
。
就

役
す

る

人
馬

の
弱
輩

弱
馬

た

る
を
許

さ
弟
・
、

農

村

有
旙

の
青

肚
年

、

農

耕
須
要

の
張
馬

を
駆
使

し
、

馬

匹

一
疋

の
代
勤

と
し

て
人

足

二
人

を
要

求

し
た

る
此

助
郷

役

の
た
め

に
、
如

何

に
農

民

が
苦

し

み
農

村
が
疲

弊

し
た

る
か
は
、
屡

次
幕

府

に
提

出

せ
ち

れ
た

る
助
郷

村

の
歎

願
書

に

一
瞥

を
與

ふ
れ
ば

、

一
華

に
し

て
直
接
如
實

に
見

出

し
う

る
で

あ
ら

う
。
姑

く
這
間

の
事
情

を
既

に
登
表

せ
ら

れ
た
る
研
究

に
委

ね

、
更

に

一
歩

を
進

め

て
、
然

ら

ば
之

に
謝

し

て
幕

府

が
果

し

て
如
何

な

る
方
策

を
講

じ

た

る
か
を
見

る
に
、
助

郷
村

の
負

澹
軽

減

を
目
的

と

せ
し
が
如

き
方
策

は
毬

に
何

も

の
を

も
求

む

る
能

は
ざ

る
有
様

で
あ

る
。
唯
叢

に

一
つ
、
彼
等

の
負

憺
す

る
義
務

の

一
部

を
他

に
轄

嫁

b

た

る
事

が
あ

る
。
他

と

い

ふ
も
等

し

く
農

民

た

る
こ
と

を
忘

れ

て
は
な

ら

躍
。

而

も
之

は
助
郷

村

の
愁
訴

・

一
揆

.
不
動

の
勢

に
押

流

さ

れ
て
已
む

な

く
幕
府

の
行

ひ

し
彌

縫
策

で
あ

り
、
叉
助

郷
村

の
此
等

の
態
度

は
正

に



幕
府

の
無

方
策

を
前

提

と
す

る
も

の

で
あ

る
。

助
郷

村

の
負

澹
軽
減
策

は
助

郷
対
自

ら

に
よ

っ
て
講
ぜ

ら

れ
だ

。
而

し

て
実

れ
ぱ
先
づ
幕
府

に
劃
す

.。
負
櫓

輕

ヒ

減

の
歎

願
と

い

ふ
極

め
て
穏
な
形
態

を
と

っ
て
表

れ
九
。
期

す

る
と

こ
ろ
が
、
幕

府

の
指
命

を
得

、
せ
め
て
負

澹

の

過

重
部
分

の
み
を

で
も
除

去

せ
ん
と

す

る
事

に
あ

っ
た
事

は
言

ふ
迄

も

な

い
。
此

の
愁
訴
歎

願

は
、
最
初

の
間

は

相

當
致

果
を
擧

げ
得

た

る
も

の
で
あ

る
が

、
助
郷

村

よ
り

の
歎
願

多

き

に
至

る
と
共

に
、
彼
等

の

み
の
歎

願
書

に
て

は

其
数

漸

く
薄

き

こ
と

と
な

り
、
叢

に
於

い
て

か
助
郷

村
中

に
は
或

は
領

主

の
添

簡

を
請

ふ
も

の
を
生

じ
、
或

は

多

額

の
費

用

を
厭

は
キ
し

て
遠

路

江
戸

に
至
り

、
親
し

く
幕

府
當
局

者

に
真
鶸
疸

を

訴

・逼
る
も

の
も
生

じ
た
が
、

猫

之

を
以

て
す

る
も
数
無

き

に
至

る
や

.
難

し
藩
鷹

白

ら

・解
し

て
幕
府

に
歎

願
誹

を
提
出

壮
.し
む

る
・う
の
を

5

へ

生

じ

た
。
而

も
幕

末

に
及

ん

で
は
、
多

く

の
歎

願

は
再

三
再

四
繰
返

さ
れ

て
後

、
漸

く

に
し
て
聴

許

せ
ら

れ
た

る

に
過

ぎ
す
、
途

に
聴

許

せ
ら
れ

ざ
り

し
も

の
も
亦
頗

る
多

い
の

で
あ

る
。

助
郷

役

の
過

重

を
誘

因
と
す

る
百
姓

一
揆

は
数

件

で
は
あ

る
が
典

例
を

見

る
。
真
中
明
和

元

年
上
野

.
下

野
地

方

に
起

り

し
も

の
は

、
塞
加

人
員
實

に
二
十

萬
入
と
計

上

せ
ら
れ

て
み

る
。
同

一
原

因

に
基

く
逃
散

の
例
亦
な

し
と

し
な

暁
・
(註

一
)

併

し
助
郷

村
自

ら

に
よ

る
負
羅

馨

と

し

て
最

も
有
数

な
り

し
も

の
は
不
動

で
あ

・
。
不
動

は
幕

府

勢
力

の
失

墜

し
た

る
幕
末

に
多

く
見
ら

る

、
違

法
消
極

の
自
衛

手
段

で
あ

る
。
在
来

正
路

に
勤

め
た

.Q
助

郷

に
も
不
動

が
行

は
れ
初

め

た
。
新

に
指
定

せ
ら

れ
た

る
助
郷

に
も
之

が

行

は
れ
た

。
請
書
調
印

を
な

心
た

る
上

不
動

を
行

ふ
も

の
も
、
中

に
は
請
書

調
印

を
最

初

よ
り
断
乎

と

し

て
拒
む

も

の
さ

へ
も
生

じ
た

の
で
あ

る
。
其

初

助

郷

制

度

に

就
、
い

て

第
三
十
四
巻

五
八
七

第
三
號

一
二
三
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助

郷

制

度

に

就

い

て

.

第
三
十
四
巻

五
八
八

第

三
號

一
二
四

め
逞
墾

不

参

は
曲
事

た

る

べ
し

と

せ
ら

れ

た
が

、
今

や
助

郷
村
民

に
と

っ
て
は
何

が
合

法

で
あ

h
違

法

で
あ

る
か

の
形
式

は
問

題

で
は
な

く
、
何

が
負

捲

の
輕
減

に
有
致

で
あ
り

無

数

で

あ

る
か

の

貴
賓

の
み
が

問

題

と

せ
ら
れ

た
。
斯

る
間

に
幕
府

に
よ
り

、
襲

に
説

明

し
た

る
培
助

郷

・加
宿

助
郷

・代
助

郷

・夫
等

の
代
助
郷

・更

に
夫
等

の
當

分
助
郷

の
設
定
が

行

は
■れ
た

の

で
あ

る
が

、
之

れ
唯

右

を
削

っ
て
左

に
加

へ
、
在
來

よ
り
も
更

に
廣

範
園

の
農

村

に
助

郷

役
を
散
布

し

た

る

に
過

ぎ
ざ

る
も

の

で
あ
.る

。

・

(
註

旧
)

寛
延
四
年
近
江
水
口
藩
領
.に
於

て
行
ぼ
れ
た
る
助
郷
不
動
…層.逃
散

の

一
例
を
左
に
紹
介
す
る
。一間
に
從
ひ
唯
原
文
を
描
ぐ
る
に
止
め
、
之

が
説
明
は
省
略
す
る
。
何

と
な
れ
ば
此

の
裏
面

に
冊

む
彼
等
農
村

の
窮
迫
は
、
艮
見
-説
明
を
俟
た
ず

し
て
審
易
に
推
知
し
得
る
か
ら
で
あ
る
。

女
中
加
助
郷
又

は
加
宿

と
稽
ず
る
も
の
は
東
海
道
水
口
宿

に
謝
す
る
加
宿
助
郷

で
あ
ら
う
。

『

二
月

七
日

捷
野
村
・
杉
谷
村
・
上
池
田
村
・
山
上
村
・倉
治
村
・下
池

田
村
・柚
中
村

右
七
ケ
村
雲
年
年
加
助
郷
被
仰
付
候
腱
、
村
方
困
窮
仕
候
旨
に
付
、
今
日
迄
御
講
不
申
上
に
付
、
右

七
ケ
村
之
内
山
上
村

・
塩

野
村

・
杣
中
村

三
ケ
村
庄
屋
年
寄
井
長
百
姓
召
呼
、
御
講
不
申
候
段
相
尋
候
慮
、
兎
角
困
窮
之
由
申
候

に
付
、
御
講
申
上
候
哉

又
は
不
申

上
候
哉
、
何
分

一
雨
日
中
其
旨
申
上
候
檬

に
申
渡
す

二
月
廿
二
日

杉
谷
村
長
百
姓
共
召
呼
、
此
度
加
助
郷
被
仰
付
候
庭
、
御
講
不
仕
候
に
付
、
君
長
百
姓
拾
人
罷
越
候
内
三
人
牢
舎
申
附
、
磯
り

七
人
牢
番
申
付
る

二
月
廿
六
日

杉
谷
村
加
助
郷
之
義

、
御
詰
可
仕
旨
牢
舎
御
免
相
願

に
付

、
召
呼
御
免
被
成

る

杉
谷
村
庄
屋
役
人
惣
腔
村
方
仕
置
不
始
末

に
付
、
庄
屋
壼
人
年
寄

一
人
遠
慮
申
付

る

三
月

五

日

水
口
美
濃
部
村

へ
加
宿
被
仰
付
候
腱
御
講
不
仕
候

に
付
、
今
日
召
呼
途
吟
味
候
庭
、
彌
御
講
不
仕
候

に
付
、
(
中
略
)
十
人
罷
越

候
礎

、
三
人
牢
舎

七
人
は
牢
番
被
付
る

三
月
廿
七
日

今
日
加
宿
之
義

に
付
、
美

の
ぺ
村
庄
屋
平
兵
衛
役
人
壼
人
長
百
姓
八
人
召
呼
、
右
之
内
役
人
勘
兵
衛
と
申
者
牢
舎
申
付
る

三
月
廿
八
日

今
日
梅
之
坊

・春
謳
院

・本
之
坊
・杉
本
采
女
召
呼
、
加
福
之
義
御
講
不
仕
る
諜
逡
吟
味

三
月
廿
九
日

今
日
美
濃
部
村
百
姓
三
十

三
人
召
呼



四
月
+
三
日

五
月

九

日

五
月
十
二
日

五
月

+
四
日

五
月
+
九
日

五
月
廿

一
日

」
.
』
』

』
「

=
噂
1
」

1「
ノ

可
.
一

ト

+

二
月
十
二
圓

美
濃
郡
村
與
兵
衛
・甚
四
郎
・善
兵
衛
・市
郎
兵
衛
・
五
郎
兵
衛
・
八
兵
衛
・仁
兵
衛
・喜
兵
衛
、
右

八
人
之
者
共
手
錠
申
付
る

美
濃
部
村

百
姓
共
、
過
半
立
退
、
何
方
ね
参
候
哉
不
相
知
候
段
、
庄
屋
相
届

る

郷
山
五
郎
兵
衛
と
申
者
、
先
達
而
手
錠
申
付
置
候
鑓
、
手
錠
之
内
も
罷
出

、
彼
是
世
話
も
や
キ
候

様
に
粗
・闇
、
不
届
之
段
車
聞

、

入
牢
申
付
る

今
朝
松
下
吉
右
衛
門
殿
上
京
被
致
、
但

し
美
濃
部
村
百
姓
共
、
二
條
御
奉
行
所

へ
加
宿
之
義
御
免
被
成
下
候
標
願
出
候

に
付
、

所
司
代
松
準
豊
後
守
様
ム
御
内

々
御
間
被
成
度
旨
申
來
り
候

に
付
、
上
京
被
致

吉
右
衛
門
殿
京
都

冶
被
蹄
、
美
濃
部
村
百
姓
共
京
都

β
不
獲
罷
蹄
る

先
達
而
美
濃
部
村
百
姓
共
内
、
入
牢
手
錠
申
付
置
候
塵
、
今
日
差
免
ナ

去
年
潅
被
仰
竹
俣
村

々
加
宿
助
郷
之
義

、
A
■
日
菅
十
郎
止
八街
殿
宅

へ
召
呼
、
郡
寒
行
・御
目
付
・総

御
吟
味
方
・御
代
皆
下
役
・大

庇
口厘
山肌
會
に

て
加
宿
助
郷
御
η兄
被
仰
出
(
下
・略
じ

〆
・村
預
け

ヨ
巨

舟
群
群

、・以
・
・瀧
節
骨

左
之
通

馬高
炉
…鵬

に
噛

、
紐
総

門四
ぎ
燧
蹴
、血

蚤
の

発

駕
補
剛、
ヘ
ー

川
貸
♪竣

.蔦

一ノ
.一('・」胃
P
{

」
ノ、、
.
敦
一[
一一
打
.
.コ'ヨ
匡
岬
召ユ
和

膏
{

ノ
う
一
三
窪

ノ

美

濃
部
村
加
宿

に
付
入
牢

三
人
郷
山

源
兵
衛
御

仕
置
被

仰
付

、

先
達

而
入
牢

被

仰
付
置
候
慮

、
今

日
御

領

分
中
追

放
被
仰
(
付
)

右

同

断

此
者
村

方

に
て
悪

心
物

に
付
永
牢
被

仰

付

先
達

而
手
錠
被

仰
付
置
候

慮
、
今

日
御

領
分
中
追
放

敬
仰
付

但

ル
勘
兵
衛

・治
郎

兵
衛
居
屋
敷

は
闕
所

敬

仰
付

.

助
郷
村
地
域
の
養
大
は
此
の
當
然
の
結
果

で
あ

る
。

然
る

に

其
の
間
に

あ
っ
て
手
明
村
と

し
て
助
郷
役

簿1

源 五 勘 治

郎 郎
兵:兵

兵 兵

衛 衛 街 街

を 』

勤

め
ざ

る
農

村

の
存
す

る

の
は
何

故

で
あ

る
か
。
就

い
て
見

れ
ば
彼

等

に
は
助
郷

役
を
賦
課

せ
ら

る

～
迄

に
既

に

+
分
の
舞

が
あ
り
、
最
早
助
饗

を
勤
む
べ
・
馨

蓬

さ
れ
て
る
な
か
っ
た
か
ら
で
あ
る
・
(註
3

助
饗

は
斯
る
農
村
に
さ

へ
幾
度
び
か
賦
課
せ
ら
れ
ん
と
し
た
事
が
あ
る
が
、
結
局
其
の
抵
抗
に
賦
課
の
停
止
を
鯨
儀
さ

助

郷

制

度

'に

就

い
、て

第

三
十
四
巻

五
八
九

第

三
號

一
二
五
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助
郷
制
度
に
就
い
r

て

五
九
O

一
一
一
大

第

ま官

第
三
十
四
巻

れ
つ
〉
、
漸
衣
一
宿
騨
よ
り
遠
距
離
の
、
従
っ
て
贋
範
囲
の
農
村
に
賦
課
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
而
も
夫
れ
は
自
ら
大

藩
の
領
民
に
は
轄
〈
、
小
藩
及
び
旗
下
の
領
民
に
は
重
〈
、
富
枯
な
る
農
民
に
は
軽
く
、
貧
困
な
る
農
民
に
は
重

〈
、
遠
〈
新
し
き
助
郷
に
は
軽
く
、
近
く
古
き
助
郷
に
は
重
く
賦
課
す
る
こ
と
と
な
り
し
に
止
ら
や
、
右
の
如
く

助
郷
村
と
し
て
と
ら
る
〉
農
村
の
範
閣
が
慶
大
と
な
ち
、
各
宿
騨
の
助
郡
村
が
相
瓦
に
交
錯
す
る
に
至
り
し
結
果

と
し
て
、
之
を
助
郷
村
よ
り
見
る
と
き
は
、

一
村
に
し
て
二
府
或
は
三
宿
四
街
、
多
き
は
五
宿
よ
り
助
郷
人
馬
の

出
仕
eg
要
求
せ
ら
る
¥
'
が
如
き
も
の

e
y
s
へ
生
中
る
こ
と
と
な
っ
た
の
で
ふ
る
っ
同
概
投
が
課
投
の
形
態
営
腕
し

「
し
租
和
研
一
形
跡
J
V
J
Lり
そ
め

-rzE事
h

亦
γ

一
日
叫
聞
の
亭
骨
釦
~
反
叫
航
可
L
ゑ
U
，るこ

(
註
-
一
)
所
謂
手
明
村
無
役
の
次
第
を
左
の
歎
願
書
に
よ
っ
て
窺
ふ
事
に
し
よ
う
ロ
彼
等
ポ
既
に
、
如
何
に
多
分
の
責
糟
を
謀
せ
ら
れ
ゐ
た
る
か

は
、
此
一
書
を
泡
覧
ず
る
事
に
よ
ヴ
て
十
分
知
ら
る
L

と
こ
ろ
で
あ
ら
う
。
斯
〈
て
彼
等
は
朗
郷
役
免
除
の
裁
許
を
得
た
の
で
あ
る
。
然
る
に

其
後
に
至
っ
て
、
一
度
な
ら
ず
二
度
迄
も
彼
等
に
助
郷
役
が
賦
課
せ
ら
れ
た
る
こ
と
は
、
撫
で
叉
彼
等
以
外
の
農
村
が
、
如
何
に
責
擦
の
過
重

に
香
し
み
し
か
を
一
訴
す
も
の
と
一
言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

『

乍

恐

以

書

付

奉

願

上

候

今
般
助
郷
一
件
に
付
営
所
村
々
御
免
分
一
被
免
避
で
焼
慮
、
悲
共

w
h之
儀
荒
御
見
分
可
一
被
伶
精
巧
札
問
問
一
被
仰
付
奉
畏
候
、
是
迄
数
ケ
度
助
郷
之
義

近
村
L
R

御
見
分
御
座
侠
得
共
、
割
払
北
ハ
村
々
寛
政
度
之
後
差
村
に
不
柑
成
、
御
見
分
請
候
幕
開
，
一
鉱
山
御
座
候
、
右
小
村
困
窮
之
村
々
に
而
悪
地
旦
過
佼
詩

候
難
溢
之
村
方
に
御
座
候
而
、
助
都
可
柑
勤
村
方
に
無
御
座
候
に
付
、
相
除
き
に
相
成
候
義
に
悲
存
候
、
此
上
助
郷
一
夜
仰
付
候
北
(
、
連
茂
可
相

勤
村
方
に
無
御
座
候
、
乍
恐
困
窮
之
誇
仕
来
無
役
之
次
第
左
に
奉
申
上
柏
町

一
、
松
本
御
城
附
綱
要
害
に
備
被
冠
侠
村
方
に
而
、
御
城
附
御
用
莫
大
に
御
座
候
而
難
詮
仕
候

て
御
献
上
巣
鷹
綱
掛
鷹
御
用
人
足
彩
敷
御
入
用
に
而
相
勤
難
症
仕
候

一
、
御
献
上
綾
子
迫
烏
と
唱
人
足
莫
大
に
差
出
し
、
往
古
政
仕
来
に
は
御
座
候
得
北
(
難
溢
仕
候

一
、
御
城
井
御
家
中
屋
敷
修
復
、
諸
木
薪
持
届
げ
、
堀
木
木
場
流
方
、
水
槽
品
古
両
端
人
足
英
大
之
御
入
刻
、
仕
来
に
而
は
御
座
怯
得
止
(
難
泣
仕
候

下・ i20-721頁)歩照221天保義民銑f合法(野洲l.E史.



一
、
征
矢
野
村
之
義

は
木
曾
川
筋
川
除
場
所
、
御
料
所
二
子
村
地
内
借
地
仕
、
長
延
拾
丁
餓
敷
拾

五
間
烹
武
間
中
之
堤
築
立
、
水
難
相
防
候
得

共
、
小
村
に
而
、
右

双
之
川
除
引
請
難
澁
仕
候

一
、
爾
嶋
村
之
義
は
木
曾
川
端

に
而
川
除
場
所

は
他
村
分
借
地
仕
、
長
延
六
七
丁
も
御
座
候
而
、
惣
高
四
十
石
之
極
小
村

に
而
、
右
川
除
仕
候

間
、
誠

に
以
難
澁
至
極
仕
候

一
、
永

田
村
・梶
海
渡
村
・鎌

田
村
極
難
澁
地
有
之
、
右
所
持
之
百
姓
離
散
仕
、
常
時
村
厄
介
に
相
成
、
或
は
御
領
圭

へ
差
上
地
等

に
相
成
難
澁

仕
候

一
、
梶
海
渡
村
之
義
鏡
川
と
申
荒
川
端
村

に
而
、
少

々
雨
降
候
而
残
念
水
仕
、
御
田
地
家
居
等
ま
で
悪
水
押
入
難
澁
仕
候

一
、
領
内

に
大
橋

四
ケ
所
御
座
候
、
懸
替
度

に
人
足
諸
木
差
出

し
難
澁
仕
候

一
、
私
共
組
合
村

々
用
水
堰
極
難
場
四
ケ
所
有
之
、
破
損
人
足
移
敷
相
懸
り
難
澁
仕
儀

一
、
領
主
冶
飛
州
ね
番
詰
交
代
人
馬
山
内
向
用
人
足
多
分
差
出

し
難
澁
仕
候

一
、
私
共
樗
、
却
之
義

は
御
学
識
り
茜4
付
鳶
に
而
、
か
り
敷
棟
湯
無
御
座

,
旧
芳
養
び

に
畑
高

ハ、
苅
敷
俘
開
伶
仕
盤
面
、
耐
作

に
而
田
方
之
戦
場

仕
候
課

に
相
成
難
澁

仕
儀

一
、
領
主
江
戸
飯
米
拾
里
鯨
之
附
逸
り
仕
難
澁
仕
候

一
、
北
國
脇
往
還
御
往
来
之
節
、
綴
湯
宿

三
ケ
所
セ2
人
足
差
出
し
難
澁
仕
候

一
、
寛
政
八
辰
年
、
中
山
道
贄
川
宿
外

三
ケ
宿
助
郷
雫
田
村
外
武
拾
武

ケ
村
み
、
私
共
村

々
潜
助
郷

に
御
願
仕
儀

に
付
、
御
見
分
被
成
下
置
、

t
、
』」
旨
一P

淫
!
1
』
、.罰
日

御
奉
行
所
襟

ね
被
召
出
、
蒙
裁
許
助
郷
御
免
除
に
相
成
候

一
、
文
化
元
子
年

樂
宮
様
御
通
輿
之
節
、
始
而
當
分
助
郷
被
仰
付
御
用
相
勤
換
得
共
、
宿
助
郷
相
手
取
出
訴
仕
、
御
吟
味
之
上
、
寛
政
度
之
御
裁
許
之
趣
相

守

可
申
筈

、
議
定
内
済
仕
候

一
、
文
化
十

一
成
年
、
中
山
道
贄
川
宿
外

三
ケ
宿
助
郷
牛
田
村
外
球
拾
武
ケ
村
、
私
共
赫
々
増
當
分
助
郷
差
村
仕
御
願
申
一よ
、
則
御
印
状
頂
戴

仕
、
相
附
人
馬
鯛
當
候

に
付
、
御
用
相
勤
め
、
右
宿
助
郷
相

手
取
出
訴
仕
、
御
吟
味
之
上
、
以
後
嘗
分
助
郷
に
可
相
成
.義

に
は
無
之
段
取

究

、
熟
談
内
濟
仕
候

助

郷

制

度

に

就

い
て

第
三
十
四
巻

五
九

一

第
三
號

一
二
七

'



助

郷

制

度

に
競

い
・㌔

第
三
+
馨

五
九
二

第

三
號

三

へ

一
、
灘

.征
矢
野
村
.鎌
田
村
之
義
は
、
用
水
路
無
御
座
、
御
田
地
内

よ
り
翼

冷
水
・
揮

仕
候
豊

作
・
蕪

候
・
至
・
難

[
、
、永
田
.梶
海
渡
爾
村
之
養

、
用
水
撃

村
流
末

に
而
用
奈

足
仕
・
難
澁
仕
儀

㈱灘

鵜
灘
講
鎌

噛羅
獺
難

離離
嚢

雛鰻

御
憐
愍
塞
願
上
候

以

上

松

李

丹

波

寺

領

分

店

州

筑

豪

枢

づ

ロ

タ

　

澱

侃

七

ゆ

年

九

甥
.

尾

幣

錠

ナ

ま

　

む

ポ
與

丞

勝 中

田 尾

万 見

次 一

郎 郎

様 様

頭

彦

之

兼

帯

庄

屋

南
新
村
庄
屋

輿

一
右

衛

へ
論

村
征
矢
野
村
鷹

村
蓄

村
ノ

/
差

匹

ケ
村

の
與
ハ頭
庫
管
屈
省

略
"之

＼

門

』

五
、
助

郷

制

度

の
慶

止

維
新
以
降
、馨

窟

者
は
助
籍

度
の
弊
害
を
件

ふ
・
と
多
・
を
見
、
到
底
之
を
以

て
向
後
の
制
度
と
著

に

足
ら
謹

考

へ
た
.
彼
等
は

『
寒

天
下
萬
民
塗
炭
の
苦
、句

・
の
助
響

以
て
笙

と
す
・
・惹

之
簾

さ
ば
實

に
萬

民

の
大

幸

、
王

政

一
新

の
實

致

こ

》
に
顯

る
と
云

べ
し
』

と

ま

で
此
制

度

の
存
続

を
非
と

し
た

の

で
あ

る
。

併
し
乍
ら
當
時
の
箒

と
し
て
助
郷
楚

し
て
膳

立
に
毒

を
來
す
べ
・
は
必
定
で
あ
　

代
る
べ
き
何
も
の

23)馬 鹿 生 氏 .羅 馬定 道艸



を
も
見
出
き
す
し
て
之
を
廃
す
る
が
如
き
事
は
、
『
行
旅
之
系
住
・
信
書
之
報
酬
・
物
貨
之
運
轍
は
同
之
大
事
・
人
之

諜
而
不
可
快
志
の
、
能
く
此
三
?
伊
良
通
せ
ば
東
西
隔
定
之
忠
を
除
き
、
物
産
繁
富
之
原
を
開
、
世
之
交
際
色
厚
き

に
宝
ら
ん
』
と
言
へ
る
政
府
と
し
て
、
殊
に
政
拍
遂
行
上
、
営
然
自
ら
入
色
遣
り
書
も
愛
し
貨
も
亦
逸
ら
r
d

る
を
得

ゴ
る
政
府
と
し
て
、
到
底
な
し
得
.
ざ
り
し
左
こ
ろ
な
る
は
明
か
で
あ
る
ο

廃
ぜ
ん
と
し
て
廃
す
る
を
得
や
二
時
姑

〈
嘗
制
雪
踏
襲
す
る
こ
左
'
と
し
た
が
、
爾
水
平
或
は
助
郷
投
を
庚
く
全
国
一
般
の
課
投
左
し
、
或
は
騨
郷
の
封
立
を

摩
し
て
合
併
の
樺
立
と
し
、
弊
を
生
じ
て
ほ
再
び
信
制
に
返
〈
復
す
る
等
、
碍
々
封
策
を
講
や
る
傍
ら
、

一
方
泰

酉
の
事
情
を
研
究
し
、
立
に
命
円
枇
組
織
に
よ
る
各
種
卒
業
の
続
替
を
見
出
し
、
還
に
民
間
各
地
に
在
立
相
調
の
人

馬
継
立
合
祉
を
設
立
せ
し
め
、
公
桂
一
切
一
の
交
通
綿
ぺ

τ智
之
に
山
ら
し
~
げ
4
1市
a

に
決
レ
に
の
惜
し
あ

1

ノ
に
ゆ
所
謂

陸
蓮
曾
枇
は
此
在
立
相
封
人
馬
槽
立
舎
一
祉
で
あ
る
。
併
し
乍
ら
、
営
時
民
閣
の
舎
一
枇
組
織
に
閲
す
る
知
識
は
、
幼

稚
と
言
は
ん
よ
り
は
寧
ろ
絶
無
と
言
ふ
べ
き
航
態
に
あ
り
、
新
〈
て
政
府
は
先
づ
命
日
枇
が
如
何
な
る
も
の
な
る
か

を
民
間
に
敬
三
其
の
設
立
を
勧
誘
せ

eさ
る
べ
か
ら
ま
り
し
の
み
な
ら
一
示
、
其
の
勘
誘
の
た
め
各
騨
を
巡
廻
す
る

官
真
に
も
亦
曾
枇
の
何
に
る
か
を
明
解
す
る
者
少
か
り
し
た
め
、
政
府
は
彼
等
に
色
業
告
一
識
す
べ
き
健
款
を
一
不
さ

ね
ば
な
ら
ぬ
と
い
ふ
有
様
で
あ
っ
た
。
併
し
乍
ら
兎
も
角
・
も
政
府
が
誘
披
之
れ
カ
め
に
る
結
果
と
し
て
、
陸
運
曾

枇
は
明
治
四
年
十
月
京
都
府
外
十
七
膝
下
に
設
立
せ
ら
れ
て
よ
り
以
来
、
各
地
に
相
腫
い
で
設
立
せ
ら
れ
、
此
設

立
に
件
っ
て
助
郷
は
漸
夫
底
止
せ
ら
れ
て
行
っ
た
の
で
あ
る
が
、
宿
躍
も
亦
之
と
共
に
康
止
せ
ら
れ
た
る
・
も
の
で

あ
り
、
陸
蓮
曾
祉
に
騒
け
だ
る
政
府
の
期
待
に
は
頗
る
大
な
る
も
の
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
。
所
謂
宿
騨
助
郷
の
底
止

助

郷

制

度

に

就

い

て

第
三
十
四
容

互ζ

大A

第

豊主

一
二
九

陸運曾祉設立勤務害24) 



助

郷

制

度

に

就

い

て
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と
は
、
近
世
の
交
通
制
度
上
、宿
騨
助
郷
村
民
の
負
澹
と
定
め
ら
れ
た
る
各
種
課
役
の
贋
止
と
い
ふ
に
外
な
ら
ぬ
。

而
し
て
政
府
は
明
治
五
年
七
月
令
を
下
し
て
同
年
八
月
晦
潤
限
り
新
種

一
切
の
課
役
磨
止

の
事
と
し
て
み
る
が
、

猶
此
期
を
過
ぎ
て
後
設
立
せ
ら
れ
た
る
陸
運
會
肚
の
存
す
る
よ
り
見
れ
ば
、
此
命
令
は
必
ず
し
も
嚴
守

せ
ら
れ
た

と
は
言
ひ
得
な
い
。

兎
ま
れ
斯
く
し
て
陸
運
會
肚
は
設
立
せ
ら
れ
助
郷
制
度
は
腰
止
せ
ら
れ
て
行
っ
た
。
然

る
に
陸
運
會
肚
は

一
艦

レ

に
其
名
實
相
副
は
す
、
私
立
相
劉
人
馬
畿
立
會
耐
力
る
質
あ
る
も
の
殆
ど
な
く
、
其
螢
業
状
態
た
る
や
奮
傳
馬
所

に
於
い
て
行
ひ
し
と
こ
ろ
と
空
く
逕
庭
が
な
か
っ
た
。加
之
、
或
は
會
肚
と
何
等
關
係
な
素

潜

騨
の
債
務
惣
卒
然

と

し

て
負
澹

し

、
或

は
薔

來

の
風
習

を
去

ら
す

、
権
威

を
弄

す

る

こ
と
多

く
、
或

は
叉
地

の
利
宜

き
を
得

す

し

て
其

の
維
持

困
難

と
な

る
や
、
恣

に
騒
中

に
賦
課

を
試

み
、
瓶

外

の
人
馬

を
束
縛

す

る
等

其
弊

害
漸

く
甚

し
く
、
之

が

た

め
宿

弾
め

人

民

よ
り
怨

嗟

の
聲

さ

へ
も
生

す

る

に
至

っ
た

の
で
あ

る
。
斯

く

の
如

く
其
性
質

官
私

混
淆

・
義

理

暖

昧

に
し

て

、
唯
奮

習

に
春
懸

た

る
陸
運
會
祀

を
如

何

に
虞

置

す

べ
き

や

は
、
変

麺

の
曇
達

を
計

る
を
以

て
経
国

の

一
要
部
と
考

へ
、
熟

慮

審
察

を
重

聰
る
當
局
者

の
當
然

問
題

に
す

る
と

こ
ろ
と
な

っ
た
の

で
あ

る
が
、
毬

に
政

府

は
明
治

八
年

五
月
限

り

各
地

の
陸

運
會

肚
を

一
切
強
制

的

に
解
散

せ
し
む

る
こ
と

と

し
た
。
之

に
代

っ
て
陸
上

蓮

途

を
業

と

し
た

る
も

の

は
内

国
通

運
會
肚

で
あ

り

、
其

前
身

は
陸
運

元
會
肚

で
あ

る
が

、
之

を
結
成

す

る
も

の

は

、
近
世

二
百

数
十
年

の
間

通
信
業

に
従
事

せ

る
彼

の
町

飛
脚

で
あ

っ
て
、
近

世

の
交

通
制

度

を
癩
止

し
て
全

く

　

鯨

殊

な

き
を
得

る

に
至

っ
た
の
は
、
此

近
世

の
通
信
葉

者
が

年
来

の
家

業

を
政
府

の
手

に
委

ね

、
今

や
陸
運
業

者

と

し
で

立

つ
の
果
断

を
な

し

た

る
に
由

る
も

の

で
あ

る
。

25)拙 稿・

多 照
隆運會 肚の設立及解散(本 庄博士編明 書聖雛 菊脛 濟史研究53・ 一57・頁)



六

、
盤

百

近
世

の
交

通
制
度

が

、
封
建
制

度

を
維
持

存
績

せ
し

め
ん
と

す

る
徳

川
幕
府

の
目
的

に
罰

し

て
、
極

め

て
緊

要

な

る

一
手
段

た
り
し
事

は
明

か

で
あ

る
。
今
此

変

通
制
度

を
、
幕
府

が

何
を
以

て
遍
途
義
務

を
負

ふ

べ
き

も

の
と

定

め
た

る
か

の
見
地

よ

り
見

れ
ば

、
當

初

は
宿

騨
軍

一
の
制
度

で
あ

っ
た
と
言

ふ
こ
と
が
出

来

る
。
後
宿

騨

に
配

す

る

に
助

郷

を
以

て
し

た

る
た

め
、
以
来
交

通
制
度

は
宿

騨
助
郷

複
合

の
制
度

と

な

っ
た

の

で
あ

る
が
、

二
者

の

中
主

た

る
も

の
は
宿

騨

で
あ
り

,
従

た

る
も

の
は
助

郷

で
あ

っ
た
。
然

る

に
後

に
及

ん

で
暁

雨
者

の
關
係

は
全

く

顛

倒

し

、
後

者

は
宿
騨

を
動

く

る
郷

村
と

し

て
、
名

の
み

は
依
然
助

郷

で
あ

っ
た
が
、
宿
騨

に
於

け

る
遍
逸

は
、

婁
助
郷

よ

り

の
人
馬

を
俟

っ
て
初

め

て
澁
滞

な

く
斜

ひ
得

れ

る
も

の
で
あ

り
、
之

を
幕

末

の
實

際

に
就

い
て
見

れ

ば

、
所

役

人
馬
中
十

に
七
八

は
助

郷

人
馬

で
あ

っ
た
。
即

ち
今

や
宿

騨

は
継

立
事
務

に
閲

し
て

こ
そ
依
然

奮

の
如

く
濁

り
之

に
興

る
と

は
言

へ
、
所

要
人
馬

に
關

し

て
は

、
僅

に
十

に
二
】二
を
負

澹

す

る

に
過

ぎ
ざ

る
事

と
な

っ
た

の

で
あ

っ
た
。

「
此

騒

郷
主
客

の
顛

倒

は
、
軈

て
然

な

き
だ

に
困
窮

せ
る
農

民
を
更

に
困
窮

せ
し

め
、疲
弊

せ
る
農

村

を
更

に
疲

弊

せ
し
む

る
事

で
あ

っ
た

。
而
も
窮

追
疲
弊

の
速

度

と
範

園

と

は
、
以

上
述

べ
来

り

し
が
如

き

各
種
原

因
協

働

の
結

果

と

し
て

、
漸

次
増
大

の
途

を
辿

っ
た

の
で
あ

る
が

、
此

農

民

の
窮

追

・
農

村

の
疲
弊

は
、
皮

肉

に
も
封
建
制
度

維

持
存
続

の
手
段
と

し

て
設
け
ら

れ
た

る
交

通
制

度

の
た

め
、
更

に
拍
車

を
か
け

ら

る

、
結

果

と
な

っ
た

の

で
あ

.・
。
斯

あ

如

き
は
當

初

何
人
も
想

到

し
か
な

っ
た

こ
と

に
和

違

な

い
が
、
然

る
と
然

ら
ざ

る
と

に
拘

ら
す

、
上

助

郷

制

度

に

就

い

て

第

三
十
四
巻

五
九
五

第

三
號

=
一二



助

榔

制

度

に

就

い

て

第
三
十
問
巻

五
九
ム
ハ

~i主

一

遁

ω結
果
を
生
す
る
に
至
る
こ
と
は
、
思
ふ
に
避
く
べ
か
ら

y
hノ
し
と
こ
ろ
で
あ
っ
た
。
蓋
し
嚢
に
色
一
言
せ
し

如
〈
、
成
る
桂
助
郷
役
に
剥
し
て
は
幾
何
か
の
手
常
金
が
支
給
せ
ら
れ
、
古
f
、
は
之
が
に
め
一
部
農
民
に
は
助
郷

校
に
出
づ
る
は
農
聞
の
稜
と
な
る
と
も
し
、
進
ん
で
助
郷
村
に
ら
ん
事
を
競
ひ
し
も
の
き
へ
も
あ
る
が
、
斯
〈
の

加
さ
は
助
郷
投
本
来
の
性
質
ぞ
正
賞
に
解
す
る
も
の
?
と
言
ふ
を
得
歩
、
偲
A
T
手
営
金
の
支
給
あ
り
と
す
る
も
、
慨
に

助
郷
投
が
一
の
謀
役
た
り
、
換
言
す
れ
ば
手
営
金
の
支
給
が
廃
止
せ
ら
る
冶
に
及
び
て
色
、
猶
旦
彼
等
に
於
て
負
推

せ
5
Z
べ
か
ら
ゴ
h
ノ
し
一
の
労
役
だ
る
い
事
を
思
d
y
、
元
来
助
制
役
は
農
民
に
於
い
て
激
迦
せ
ら
る
べ
き
性
質
の

も
の
で
は
悶
じ
て
な
か
フ
た
炉
ら
で
あ
弓

C

岡
市
レ
℃
肋
郷
仙
い
が
一
背
怖
い
山
寸
心
部
は
税
む
く
斌
と
仁
王
つ
↑
い
が
、
楢

以
て
後
期
に
於
け
る
夫
れ
に
は
比
す
べ
〈
も
な
い
。
併
し
乍
ら
一
方
に
あ
っ
て
は
貨
幣
経
済
は
漸
究
進
展
を
績
け
、

之
と
共
に
土
地
鰹
携
に
立
脚
せ
る
幕
府
諸
藩
の
財
政
が
破
綻
を
告
ヤ
る
事
頻
々
に
る
に
及
び
、
正
租
の
苛
倣
誌
求

は
漸
〈
甚
ピ
し
〈
、
又
前
通
支
給
手
営
金
の
如
き
も
貰
質
的
に
著
し
き
減
少
を
来
し
、
且
一
の
租
税
た
る
に
及
ん

で
は
、
農
民
は
切
買
な
る
苦
痛
を
受
〈
る
こ
と
と
な
り
、
更
に
之
と
設
行
し
て
助
郷
投
自
身
色
亦
増
大
し
、
愈
々

農
民
の
窮
迫
・
農
村
の
疲
弊
を
甚
だ
か
ら
し
む
る
事
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

以
上
連
ペ
た
る
と
こ
ろ
佐
以
て
略
E
助
郷
制
度
の
如
何
な
る
も
の
な
り
し
か
を
明
か
に
し
特
た
忍
こ
と
と
思

ふ
。
併
し
乍
ら
助
郷
制
度
は
宿
騨
制
度
と
合
し
で
初
め
て
近
世
交
通
制
度
の
全
贈
を
な
す
も
の
で
あ
り
、
従
っ
て

之
と
共
に
宿
騨
制
度
を
明
か
に
す
る
こ
左
は
、
墜
に
助
郷
制
度
そ
の
も
の
を
理
解
す
る
た
め
に
も
必
要
な
る
事
と

言
は
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
併
し
悲
に
は
之
以
上
言
及
す
る
を
さ
し
ひ
か
へ
、
其
推
移
に
閲
し
て
は
、
更
に
他
日

稿
を
改
め
て
通
ぶ
る
こ
と
に
し
た
い
と
思
ふ
。


